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ドローンの飛行ライセンス講習（ジョブライセンス）、事業用ドローンの整備購入費用に対して補

助金が活用できます。補助率は３分の２です。ドローンライセンス受講を検討されているお客様、興

味はあるが、すぐに取り組むは未だ決めていないといったお客様がいらっしゃるなら、是非提案を

ご検討下さい。 

 

事 業 再 構 築 補 助 金 
中小企業等の思い切った事業再構築を支援することを目的に「事業再構築補助金」事業が

進められています。予算規模１兆１４８５億円という大型事業で、今年度は後３回の募集がありま

す。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、売上が減少している中小企業の、コロナ後の事業改

善に向けての新しい取り組みを支援してくれます。申請要件を満たせば、是非とも活用するべき

補助金です。 

ドローンを活用した新しいサービスへの取り組みにも活用できます。 

例えば、建築関係の会社（一人親方でも大丈夫です）が、ドローンを使った点検や測量サービ

スへ拡大する。映像処理や広告代理業、カメラマンがドローンによる空撮サービスへ事業拡大

などです。 

 

  

対象となる経費 
以下の経費が補助金の対象となります。 

建物費 ドローン他用に倉庫を建設、改築する、新たな事業の為に事務所を建設、

改修、専用の受付や打合せスペースの為に、事務所の改築等 

機械装置・シス

テム構築費 

事業用のドローン購入費 

クラウドサービス

利用費 

新規ホームページ用のサーバレンタル費（補助対象期間のみ） 

広告宣伝・販売

促進費 

新規事業用ホームページ制作費、チラシパンフレットなどの制作、印刷費 

雑誌や SNSなどへの広告費 

研修費 ドローンジョブパイロット受講費 

ドローン事業への参入に補助金が活用できます。 



申請可否チェックシート 

 

 

 

確認項目全てにチェック出来る場合（申請への対応が出来る場合含む）にのみ申請が可能です。 

チェックできない項目については、申請までに対応が可能であれば申請できます。 

 

申請可能要件の確認 

2020年 10月以降の連続する６か月間のうち、任意の 3か月の合計売上高が、コ

ロナ以前（2019年又は 2020年 1月～3月）の同 3か月の合計売上高と比較して

10％以上減少していますか。（任意の 3か月は連続している必要はありません） 

□ 

日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等ですか。（個人事業も可） □ 

現在の事業は、コロナ以前（2020年 3月 31日以前）から事業を行っていたか、若

しくは創業を計画等していましたか。 
□ 

コロナ以前（2020年 3月 31日以前）から事業を行っていた場合、前期、前々期の

決算書（個人の場合は確定申告書の写し）を提出できますか。 
□ 

みなし大企業では無いですか。 □ 

現状の事業は継続し、コロナ以前に戻す取り組みを継続しますか。 □ 

補助金対象事業の確認 

新規事業は、これまで一度も事業として実施していませんか。 □ 

新規事業により、これまでの市場、ユーザとは違った、新しい市場、ユーザ獲得に

取り組みますか。 
□ 

新規事業の為の設備投資が必要ですが、ドローンを新規に購入装備しますか。 □ 

補助事業終了後 3～5 年後、新規事業の売上が総売上の 10％以上となる計画

を立てられますか。 
□ 

税理士など認定経営革新等支援機関からの支援を得られますか。 □ 

事前着手経費として計上する経費は、令和 3年 2月 15日以降に購入契約（発

注）等を行った事業に要する経費ですか 
□ 

補助事業終了後 3～5 年で付加価値額の年率平均 3.0％以上増加、又は従業

員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0％以上増加する見込みの事業計画を策

定できますか。 

□ 

補助金申請に関する要件の確認 申請への対応 

Gビズプライムアカウントをもっていますか □ アカウントの取得をお願いします。 

印鑑証明書を取れますか。 □ 印鑑登録をお願いします。 

2019年、2020年の月別の売上が分かる書

類はありますか。 
□ 

申請までに作成して下さい。 

https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea

